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　第4回美祢市議会定例会は11月29日(木)に
招集されましたが、当日午後5時までに、招集に
応じて参集した議員が議員定数の半数に達しな
かったため、流会となりました。
　この定例会で審議予定であった議案について
は、後日招集された第4回臨時会において審議
しました。

平成30年第4回(12月)定例会

審 議 さ れ た 議 案 等

会期：12月5日(1日間)

案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議員提出
決議案第３号

地方自治法第100条に基づく調査特別委員会の設置について
（２０１８台中フローラ世界博覧会等訪問に伴う公費支出に関する調査特別委員会
の設置について）

原案可決

平成30年第3回臨時会

　2018台中フローラ世界博覧会等訪問に伴う
公費支出の妥当性を調査するための特別委員
会（100条委員会）を設置するため、11月30日
(金)に議員5名（安冨法明議員、下井克己議員、
三好睦子議員、髙木法生議員、岡山隆議員）の連
名で市長に対し、議会の招集請求(※)を行い、
12月5日(水)に第3回臨時会が招集されまし
た。
　第3回美祢市議会臨時会は12月5日(水)に
開会し、議員提出決議案として、特別委員会の
設置に関する決議が提出され、全会一致で可決
しました。
　これにより、地方自治法100条の権限を委任
された「2018台中フローラ世界博覧会等訪問
に伴う公費支出の妥当性に関する調査特別委員
会」(いわゆる100条委員会(※※))を設置しま
した。

※議会の招集請求について
地方自治法第101条第3項　議員の定数の四分
の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に
対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の
招集を請求することができる。
同第5項　前二項の規定による請求があったと

きは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあっ
た日から二十日以内に臨時会を招集しなければ
ならない。

※※100条委員会について
　100条委員会は、地方自治法第100条に基づ
き、議決により設置する特別委員会の一つです。
議会は、自治体の事務に関する調査を行い、関
係人の出頭、証言、記録の提出を求めることが
でき、正当な理由なくこれらを拒否した場合に
は罰則が科せられます。
地方自治法第100条　普通地方公共団体の議会
は当該普通公共団体の事務(中略)に関する調査
を行うことができる。この場合において、当該
調査を行うために特に必要があると認めるとき
は、選挙人その他の関係人の出頭および証言並
びに記録の提出を請求することができる。
３　第一項後段の規定により出頭又は記録の提
出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正
当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは
記録を提出しないとき又は証言を拒んだとき
は、六箇月以下の禁固又は十万円以下の罰金に
処する。

議場
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案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議案第121号 専決処分の承認について
（平成30年度美祢市一般会計補正予算（第4号）） 承認

議案第122号 平成30年度美祢市一般会計補正予算（第5号） 原案可決
（賛成13・棄権2）

議案第123号 平成30年度美祢市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） 原案可決
（賛成14・反対1）

議案第124号 平成30年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第125号 平成30年度美祢市環境衛生事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第126号 平成30年度美祢市農業集落排水事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第127号 平成30年度美祢市介護保険事業特別会計補正予算（第3号） 原案可決

議案第128号 平成30年度美祢市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第129号 平成30年度美祢市水道事業会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第130号 平成30年度美祢市公共下水道事業会計補正予算（第1号） 原案可決

議案第131号 美祢市本庁舎整備検討委員会設置条例の廃止について 原案可決

議案第132号 美祢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正について 原案可決

議案第133号 美祢市新本庁舎整備アドバイザー会議設置条例の制定について 原案可決

議案第134号 美祢市川東コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の制定について 原案可決

議案第135号 美祢市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第136号 美祢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部
改正について 原案可決

議案第137号 美祢市病児保育施設の設置及び管理に関する条例の制定について 原案可決

会期：12月14日～ 20日(7日間)

平成30年第4回臨時会

　第4回美祢市議会臨時会は12月14日(木)に
開会し、執行部から専決処分1件、平成30年度
一般会計、特別会計などの補正予算9件、条例
の廃止、制定および改正案、指定管理者の指定
などの計25議案が提出されました。
　このうち、専決処分の承認についての議案1
件については、本会議初日の即決議案として質
疑および討論・採決を行い、全会一致で承認し
ました。
　そのほかの議案は、所管の常任委員会(総務
民生・教育経済・予算決算)に付託のうえ集中

審査を行い、本会議(最終日)において委員長報
告ののち、討論・採決を行った結果、全ての議
案を原案のとおり可決しました。
　最終日に執行部より、平成29年度一般会計決
算及び農業集落排水事業特別会計決算の不認定
に係る措置について報告がなされました。(報告
の内容については5ページをご覧ください。)
　また、同日、市長から議長に対し、12月31日
をもって退職したい旨の辞表が提出され、本会
議において退職期日について全会一致で同意し
ました。

審 議 さ れ た 議 案 等
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会期：平成31年1月16日(1日間)

平成31年第1回臨時会

　第1回美祢市議会臨時会は、市長職務代理者
により1月16日(木)に招集されました。
　本会議において、執行部から専決処分1件、
平成30年度一般会計補正予算1件の計2議案が
提出されました。
　このうち、専決処分の承認についての議案1
件は、即決議案として質疑および討論・採決を
行い、全会一致で承認しました。
　補正予算1件についての議案は、所管の予算
決算委員会に付託のうえ集中審査を行い、本会
議において委員長報告ののち、討論・採決を行っ

た結果、原案のとおり可決しました。
　また、同日、市長職務代理者である副市長か
ら議長に対し、1月17日をもって退職したい旨
の辞表が提出され、本会議において退職期日に
ついて全会一致で承認しました。

※市長の期日前退職については、地方自治法第
145条の規定により、議会の「同意」が必要です。
　また、職務代理者である副市長の期日前退職
については、地方自治法第165条第1項の規定
により、議会の「承認」が必要です。

案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議案第138号 美祢市へき地保育所の指定管理者の指定について 原案可決

議案第139号 美祢市児童クラブの指定管理者の指定について 原案可決

議案第140号 美祢市秋芳八代ぬくもりの里交流センターの指定管理者の指定について 原案可決

議案第141号 美祢市農林資源活用施設の指定管理者の指定について 原案可決

議案第142号 美祢市道の駅おふくの指定管理者の指定について 原案可決

議案第143号 美祢市道の駅みとう及び美祢市美東都市と農村交流の館の指定管理者の指定につ
いて 原案可決

議案第144号 美祢市秋吉台リフレッシュパーク及び美祢市秋吉台家族旅行村の指定管理者の指
定について 原案可決

議案第145号 字の区域変更について 原案可決

案件番号 議案名（案件名） 議決結果

議案第１号 専決処分の承認について
（平成30年度美祢市一般会計補正予算（第6号）） 承認

議案第2号 平成30年度美祢市一般会計補正予算（第7号） 原案可決

審 議 さ れ た 議 案 等

現在の消防庁舎
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報告第 ９号

平成 年度美祢市一般会計決算及び平成 年度美祢市農業集落排水事業特別会

計決算不認定に係る措置の報告について

平成 年度美祢市一般会計決算及び平成 年度美祢市農業集落排水事業特別会計決

算の不認定を踏まえて、下記のとおり措置を講じたので、地方自治法（昭和 年法律第

号）第 条第 項の規定により報告します。

平成 年 月 日提出

美祢市長 西 岡 晃

記

１ 不認定日

平成 年 月 日

２ 不認定の理由

平成 年度美祢市農業集落排水事業特別会計における消費税申告納付の遺漏やその

後の対応として適正な事務処理や行政手続きがなされていないため不認定となったもの。

３ 講じた措置

職員の能力及び知識の向上

各種研修制度等を活用し、職員を参加させることにより、能力の向上を図る。また

有益な研修の資料等については、全庁的に広く情報提供を行い、職員全体のレベルア

ップを図る。

指揮命令、責任所在の明確化

協議事項に関し、報告、連絡、相談を徹底することにより、情報と認識の共有を図

るとともに、上司の的確な指示によるチェック機能の強化、指揮命令の明確化により、

組織統治の確立を目指す。また、縦と横の連携を密にし、組織として認識の統一を図

る。

業務マニュアル作成と活用

業務のマニュアルを作成し、それぞれの所属でマニュアルに従い、複数で業務内容、

進捗状況のチェックを行うとともに、発生したリスクに対する検証、改善を行う。

組織体制、業務分担の見直し

所属内の組織の状況を把握し、必要に応じて、体制、業務分担の見直しを行い、適

正な事務を執行できる環境、体制を構築する。
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○議案第144号　美祢市秋吉台リフレッ
シュパーク及び美祢市秋吉台家族旅行村
の指定管理者の指定について

問 　両施設の指定管理者の要件は市内事業
者となっていますが、このたびの応募状

況をみると、以前のように競争原理が働いてい
ないのではないでしょうか。
　今後、両施設に指定管理者制度が適するか否
かの検討、市外の民間活力の活用、市外事業者
の参入についても考えるべきだと思いますが、
いかがでしょうか。

答 　このたびの応募は1者のみでした。競
争原理や、両施設が収益的施設であるこ

とを考慮し、公募要件について検討してまいり
たいと思います。

○議案第129号　平成30年度美祢市水
道事業会計補正予算（第1号）について

問 　今年8月に全市的に水道料金を統一さ
れましたが、統一前の収支との比較はど

のようになっているでしょうか。

答 　結果的に全体の金額が上がっていると
いう状況ですが、統一の効果は美東地域、

秋芳地域については今後あらわれると考えま
す。

問 　今後の水道料金の値上げについて、ど
のようにお考えでしょうか。

答 　水道料金はすぐに値上げをしないとい
けない状況だと認識しており、来年度に

も料金改定を行いたいと考えています。

○議案第137号　美祢市病児保育施設の
設置及び管理に関する条例の制定について

問 　施設の使用料について、生活保護世帯
や住民税非課税世帯は免除されますが、

子育て支援の観点から、母子世帯についても使
用料を免除すべきではないでしょうか。

答 　当初は対象としませんが、状況を見極
めながら検討していきたいと思います。

問 　利用には登録が必要ですが、登録した
当日からの利用は可能でしょうか。

答 　母子手帳持参のうえ登録していただく
ことで、当日から利用可能です。

問 　時間外利用についての対応はお考えで
しょうか。

答 　可能な範囲で個別に対応できるよう検
討してまいります。

教育経済委員会

総務民生委員会

（12月18日）

（12月17日）

美祢市秋吉台リフレッシュパーク
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予算決算委員会
（平成31年1月16日）

○議案第2号　平成30年度美祢市一般会
計補正予算（第7号）について

問 　中学校空調設備事業において、業務用
エアコンと家庭用エアコンの費用比較が

してありますが、変圧器の設置工事にかかる費
用は含まれているのでしょうか。

答 　今回比較している業務用エアコンと家
庭用エアコンは、どちらもキュービクル

の設置工事が必要であり、設置費用も含めた額
を比較しています。

問 　今夏、小学校にエアコンを設置された
際、家庭用エアコンのほうが費用が安い

ということでしたが、今回業務用エアコンを選
択されたのはなぜでしょうか。

答 　今夏は災害級の猛暑であり、児童の体
力面及び健康面を考慮し、エアコンの設

置を急ぐ必要がありました。そのため、緊急的
な措置として設置をしたもので、猛暑時に稼働
しておらず、実際の効力が実証できていません。
　今回は、業務用と同程度の能力を持つ家庭用
エアコンで費用の比較検討をした結果、耐用年
数や費用面から業務用エアコンが有利であると
判断したものです。

予算決算委員会
（12月18日、19日）

○議案第122号　平成30年度美祢市一般
会計補正予算（第5号）について

　中学校費において、中学校空調設備整備事業
にかかる予算が計上されましたが、12月19日
(水)に市長より「事業費や財政負担の比較検討
が不十分であったこと、統合対象校を含めた空
調設備設置事業を改めて全体的に整理するた
め」として、該当の予算を削る原案修正議案が
提出されました。同日、本会議を開き、該当の予
算を削る修正議案を全会一致で承認しました。

問 　消防庁舎・消防防災センター整備事業
の住民説明及び地域住民の反応について

お伺いします。

答 　移転についての住民説明は十分に行っ
ています。サイレンやドクターヘリの騒

音を心配される声もありますが、おおむね理解
を得ているものと思っています。

問 　旧大嶺高校跡地への消防庁舎の移転を
計画されているが、将来的な文教エリア

の形成、また市役所新庁舎を中心とした市街地

形成のゾーニングについて、どのようにお考え
でしょうか。

答 　（消防長）現消防庁舎は市の中心地にあ
り、様々な可能性を探りながら、跡地利用

の検討を行う必要があると考えています。
　（教育長）学校運営協議会を中心母体としなが
ら、小中一貫校をどのようにやっていくのか、今
後の小中学校のあり方について研究してまいり
たいと思います。
　また、現在検討中の給食センターについても、
行政コストの面を考えながら、建設候補地につ
いて検討してまいりたいと思っています。
　（副市長）まちづくりを行う観点から、地域の
将来の人口等を見据えたゾーニングは今まで以
上に大事だと考えています。
　今年度から、美祢市都市地域拠点活性化計画
策定業務の中で、いわゆるゾーニングに取り組
んでおり、消防署跡地も含め、中心市街地をど
のように形成するか検討しています。
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日　程 時　間 内　容  （予　定）

2月26日(火) 10：00 本会議（初日）

3月  4日(月) 9：30 予算決算委員会

3月  5日(火) 9：30 予算決算委員会

3月  6日(水) 9：30 予算決算委員会（予備日）

3月  7日(木) 9：30 教育経済委員会

3月11日(月) 9：30 総務民生委員会

3月12日(火) 10：00 本会議（一般質問）

3月13日(水) 10：00 本会議（一般質問）

3月14日(木) 10：00 本会議（一般質問予備日）

3月22日(金) 10：00 本会議最終日

　平成31年第1回（3月）定例会は、

右表のように予定しています。

　市民の皆さん、ぜひ傍聴にお越し

ください。

　（2月 19 日（火）議会運営委員会

　日程決定）

　鉢植えの紅梅が咲き始めました。立春を過ぎたとはいえ肌寒い日

が続いていますが春を告げてくれます。美祢市も市長辞任による出

直し選挙が終わり、結果が出ました。予想をはるかに上回る人口減

少に「まちづくり」の難しさが問われます。立場は異なっても市政

発展の思いは等しく同じです。期待に応えられるように取り組みま

す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （安冨）

議会だより編集委員会

委 員 長　末永　義美
副委員長　三好　睦子
委　　員　安冨　法明
　 〃 　　山中　佳子
　 〃 　　岡山　　隆
　 〃 　　戎屋　昭彦

定例会日程

平成31年

3月

〈対　　象〉美祢市民の方

〈文 字 数〉200字以内

〈内　　容〉市政や議会に対するご意見・ご要望
または身近で起きたニュースなど

〈掲載人数〉各号1名〜 2名程度

〈提出方法〉住所・氏名をご記入いただき、市議
会事務局までメール・FAXのほか、
郵送や直接書面・データをお持ちい
ただいても結構です。

〈提出時期〉随時

〈承諾・注意事項〉

①住所（大字まで）・氏名を掲載します。

②ご投稿いただいた中から、その都度編集
委員が内容を精査のうえ選考し、掲載さ
せていただきます。

③議会だよりの内容に馴染まないものは掲
載しないことがあります。

　市政への前向きなご意見や楽しい話題な
どのご投稿をお待ちしています

　議会だよりに市民の皆さまの声を掲載するコーナーを設けています。
皆さまのご投稿をお待ちしています。

〔 お　知　ら　せ 〕

【お問合先】　〒759－2292　美祢市大嶺町東分326－1　美祢市議会事務局
　　　　　　TEL：0837－52－1117　〇〇FAX：0837－52－1180
　　　　　　MAIL：gikai@city.mine.lg.jp


